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労働契約法案、最低賃金法改正法案成立 
 
 11 月 27 日、参議院厚生労働委員会で労働契
約法案と最低賃金法改正法案に関する質疑が行

われました。質疑の後、採決を行い、労働契約

法案（民主党・自民党・公明党が賛成、共産党・社

民党は反対）、最低賃金法改正法（民主党・自民党・

公明党・社民党は賛成、共産党は反対）は賛成多数

で可決されました。 
 また、本日 10時より参議院本会議が開催され、
労働契約法案と最低賃金法改正法案は成立しま

した。 
 
＜参議院厚生労働委員会での 

民主党、津田議員・川合議員の質疑＞ 

 

【津田議員】今回の労働契約法案は、あらゆる

カテゴリーの労働者にとってプラスになると

考えて良いか。少なくともマイナスにはなら

ないと受け止めて良いか。 
【厚生労働大臣】労働契約法案は労働契約に関

する基本的なルールを明確化したものである。 
基本的なルールが周知され、使用者の合理的

な行動が促進されることにより、紛争の未然

防止につながり、どのような労働者にとって

も安心・納得して働けるようになる。 
【津田議員】労働時間については、1日 11時間
の休息時間を定める、ＥＵ指令のように我が

国においても休息時間規制を検討すべきでは

ないか。 
【厚生労働大臣】労働時間の総量をどのように

規制するのかという問題であり、国民的な議

論が必要。ワーク・ライフ・バランスについ

ては来年度予算要求で推進会議を設置するこ

とにしており、国民的な議論を行っていきた

い。 
【津田議員】最低賃金制度は、中賃・地賃で決

定する枠組みが基本であるが、「成長力底上

げ戦略推進円卓会議」は最低賃金の大幅な引

き上げに寄与する議論の場となると理解して

良いか。 
【厚生労働大臣】円卓会議では政労使で最低賃

金を引上げることを合意し、産業政策と雇用

政策の調和をさせようと取り組んでいる 
【川合議員】最低賃金法改正論のこれまでの議

論では、産業別最低賃金廃止という主張も強

かった。しかし、産業別最低賃金は産業別の

公正競争確保の面でも重要な役割を担ってい

る。産業別最低賃金の位置づけをどのように

考えるのか。 
【厚生労働大臣】地域別最低賃金はセイフティ

ネットであり罰則をもって履行確保すべきも

のである。一方、産業別最低賃金は産業内で

の公正さを補うものとして意味がある。 
【川合議員】労働契約法案第 17条 1項に規定す
る、有期労働契約の期間途中の解雇が認めら

れる「やむを得ない理由」とはどのようなも

のか。 
【労働基準局長】有期労働契約の契約期間は労

使が合意したものであることから、尊重され

てしかるべきものであり、期間途中の解雇が

認められる「やむを得ない理由がある場合」

は、解雇権濫用法理の「客観的に合理的な理

由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ない場合」よりも厳しく判断されることとな

る。 
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